
 

 

平成30年９月28日    

 

島田市議会議長 大石 節雄 様 

 

島田市役所周辺整備に関する特別委員会 

委員長 山本 孝夫 

 

島田市役所周辺整備に関する調査研究について（報告） 

 

 本委員会は、調査した事件の結果について、委員会条例第36条の規定により別紙のとお

り報告します。 

 

記 

 

１ 調査事件 市役所新庁舎建設及び本庁舎周辺整備に関する調査・研究 

 

２ 調査結果 別紙報告書のとおり 
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島田市役所周辺整備島田市役所周辺整備島田市役所周辺整備島田市役所周辺整備に関するに関するに関するに関する調査研究について調査研究について調査研究について調査研究について    

（（（（島田市役所周辺整備に関する特別委員会島田市役所周辺整備に関する特別委員会島田市役所周辺整備に関する特別委員会島田市役所周辺整備に関する特別委員会    最終最終最終最終報告書）報告書）報告書）報告書）    

 

１１１１    調査経過調査経過調査経過調査経過    

  第１回 平成30年３月27日  委員長、副委員長の互選 

  第２回 平成30年４月18日  委員会の進め方について 

  第３回 平成30年５月９日  市役所周辺整備に係る基本理念・基本方針について 

  第４回 平成30年５月24日  市役所周辺整備に係る基本理念・基本方針について 

  第５回 平成30年６月26日  市役所庁舎建設に関する基本方針について 

  第６回 平成30年７月31日  市役所周辺整備に関する基本理念・基本方針等につい

て 

  第７回 平成30年８月17日  市役所周辺整備に関する基本理念・基本方針等につい

て 

  第８回 平成30年９月14日  市役所周辺整備に対する提言について 

  第９回 平成30年９月19日  市役所周辺整備に対する提言について 

  

２２２２    調査の報告調査の報告調査の報告調査の報告    

 本委員会は、市役所新庁舎建設及び本庁舎周辺整備に関する調査・研究のため、平成30

年３月27日に設置され、全９回の委員会を開催した。調査概要について、以下のとおり報

告する。 

 

(1)(1)(1)(1)    委員会の経過及び所見委員会の経過及び所見委員会の経過及び所見委員会の経過及び所見    

第１回＜平成第１回＜平成第１回＜平成第１回＜平成30303030年３年３年３年３月月月月27272727日＞日＞日＞日＞    

 省略 

 

第２回＜第２回＜第２回＜第２回＜平成平成平成平成30303030年４年４年４年４月月月月18181818日日日日＞＞＞＞    

議長からの「市役所周辺整備の中でも庁舎の建て替えについて議会としてどのように

提案すべきかを議論してほしい」との考えを受け、庁舎周辺の施設の方向性等を入り口

として庁舎建て替えを検討していくこととした。 

行政経営部資産活用課長に説明員として出席してもらい、平成29年度に行った「島田

市民会館機能再生等に係る民間資金等活用事業基本調査」の結果報告や島田市役所周辺

整備に関する市民アンケートを実施すること等の説明を受けた。市民会館機能を再整備

するに当たって民間資金を活用するＰＦＩ方式で事業を行うことを見据えて調査を実施

し、その中で市民会館と市役所を合築した場合の費用についても積算したが、島田市の

市民会館の規模ではＰＦＩ方式を採用するメリットがほとんどないこと、また合築した

場合はお互いに手狭となり、さらに高さも必要となり景観上の問題もあることなどが説
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明された。また、アンケートについては４月16日に3000通を無作為抽出により市民に発

送し、５月７日までに回答をいただき５月末までにアンケートの集計を行う、とのこと

だった。さらに市役所周辺整備に関する今後のスケジュールや島田市役所周辺整備基本

構想検討委員会の会議経過等を説明してもらい、質疑等を行いながら委員間で共通認識

を持った。 

また、議員の意見を伺うため、市民アンケートを議会内でも行うこととした。 

 

第３回＜第３回＜第３回＜第３回＜平成平成平成平成30303030年５年５年５年５月月月月９９９９日日日日＞＞＞＞    

初めに、資産活用課長から島田市が保有しているホールを有する文化施設、プラザお

おるり・夢づくり会館・チャリム21に関する施設概要や資産価値、今後の改修等に係る

費用の見積もり等の説明、今後大規模な工事等を行った際の市債残高と公債費負担比率

の推移の説明、さらに市民アンケートの中間集計状況の報告を受け、質疑等を行った。 

続いて、特別委員会としての市役所周辺整備に関する基本理念を限られた時間内で作

成するため、ブレーンストーミングやＫＪ法といったワークショップ形式で委員の考え

を出し合った。出てきた意見の中で似通ったものを分類し、「多世代交流」「文化交流」

「多目的な活用」「民間活用、省エネ」「ユニバーサル」「効率的（適性）な投資」と

いったキーワードで取りまとめ、それをもとに委員長が成文化し、次回検討していくこ

ととした。 

 

第４回＜平成第４回＜平成第４回＜平成第４回＜平成30303030年年年年５５５５月月月月24242424日＞日＞日＞日＞    

第３回の特別委員会で出された意見をもとに委員長が作成した提言（案）を資料とし

て提示し、内容について議論した。最終的に基本理念として４項目を設定した。 

提言（案）の確認後、議長の諮問事項である庁舎建設について、前回と同様にワーク

ショップ形式で意見を出していくこととした。各委員から出された「新庁舎はどのよう

な建物にするべきか」という意見を似たもので分類し、それぞれ「利便性向上」「複合

利用」「働く環境」「議会機能」「防災 省エネ」「市民交流」「次世代支援」といっ

たキーワードでまとめた。出された意見を用いて委員長が次回までに資料を作成するこ

ととした。 

 

第５回＜平成第５回＜平成第５回＜平成第５回＜平成30303030年年年年６６６６月月月月26262626日＞日＞日＞日＞    

 第４回の特別委員会で出された新庁舎建設についての基本方針について、委員長が８

項目に取りまとめた資料を委員会で確認した。 

 また、資産活用課長より、島田市役所周辺整備基本構想検討委員会にて基本構想の意

見書案が固まりつつあることを受けての委員会終結後の基本構想案の作成、パブリック

コメントの実施、基本計画策定に係る手続きなどの今後のスケジュール案の説明を受け

た。意見書案の中で、庁舎建設は市民会館より先行して整備し、市民会館の整備はプラ
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ザおおるりの動向を踏まえ、活用を図りながら検討していくことがうたわれる予定であ

る、とのことだった。 

 委員より、検討委員会のパブリックコメントが始まるが当特別委員会で検討中の基本

方針等はどのタイミングで外へ発信するのか、という意見が出され、市民は市民、議会

は議会として調査を行い提言をし、当局はその両方を審査していくことになる。現在の

基本理念は庁舎のあり方について反映されていないため、提言（案）をもっと煮詰めて

いく必要がある。最終的に９月末を目途に提言をしていきたい、とした。 

 第５回の最後に委員長が大石節雄委員から山本孝夫委員に変更された。 

 

第６回＜平成第６回＜平成第６回＜平成第６回＜平成30303030年年年年７７７７月月月月31313131日＞日＞日＞日＞ 

  市議会６月定例会最終日において、大石節雄委員が当特別委員会の委員を辞任し、齊

藤和人議員が新たに委員として選任された。 

島田市役所周辺整備基本構想検討委員会が７月９日に終了し、７月24日に市長へ意見

書を手渡したこと、さらに島田市役所周辺整備基本構想（案）に係るパブリックコメン

トを実施していることを踏まえ、資産活用課に基本構想（案）と意見書を資料として提

示してもらい、市民会館の建設や、その間代用されるプラザおおるりの改修等の質疑を

行った。その後、当特別委員会から提出する提言の内容について議論し、基本構想検討

委員会という市民目線の意見とは別に、議員として財政面を考慮した意見や、プラザお

おるりの機能や耐用年数を踏まえた市民会館建設などを盛り込む提案が出された。 

 

第７回＜平成第７回＜平成第７回＜平成第７回＜平成30303030年８月年８月年８月年８月17171717日＞日＞日＞日＞ 

  第６回の特別委員会終了後に委員長から各委員の意見を聴取する調査票が配布され、

意見を取りまとめた資料をもとに提言内容について議論を行った。市民会館建設を2033

年と想定し、今後15年間代用されるプラザおおるりの維持・改修費を提示してもらうこ

と、市民会館建設時期までに財源を確保するための施策を行うこと等が意見として出さ

れ、提言に反映させていくこととした。 

 

    

第８回＜平成第８回＜平成第８回＜平成第８回＜平成30303030年９月年９月年９月年９月14141414日＞日＞日＞日＞ 

第７回の特別委員会終了後に、再度委員長から各委員の意見を聴取する調査票が配布

され、意見を取りまとめた提言（案）について議論を行った。出された意見を元に委員

長が次回までに修正し、再度提言（案）の確認とすることとした。 

 

第９回＜平成第９回＜平成第９回＜平成第９回＜平成30303030年９月年９月年９月年９月19191919日＞日＞日＞日＞ 

前回の特別委員会で出された意見を反映させた提言（案）の最終確認を行い、微調整

をした後に当特別委員会としての提言として最終報告を行うこととした。 
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４４４４    まとめ（提言）まとめ（提言）まとめ（提言）まとめ（提言）    

島田市議会「島田市役所周辺整備に関する特別委員会」において、これから実施され

る新庁舎建設に対して、当特別委員会として別紙のとおり提言する。 
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島田市役所周辺整備に関する特別委員会 

周辺整備基本構想及び新庁舎建設計画についての提言 

 

 昭和 37 年に建築された市役所本庁舎は、経年による老朽化、機能の劣化、二度の合併に

よる市域や行政需要の拡大に伴う床面積の不足、災害対策等の基幹的機能が分散配置され

ている等の課題が顕在化し、今後の社会経済情勢の変化、刻々と変化する住民ニーズに的

確に対応し、長く庁舎として活用し続けることは困難な状況である。 

 また、現在新病院建設事業などの主要プロジェクトを進め、かつ少子高齢化に対応した

福祉施策の充実に大きな財政負担を強いられており、すでに除却した旧市民会館の機能の

再生を求める市民や文化関係団体の声があるものの、当分の間、当市の財政的な制約は強

まっていく傾向である。 

 これらの課題に対応し、これまで当市の中心にあって、行政運営、文化振興の拠点とな

っていた市役所周辺及び新庁舎の今後の整備方針の策定に当たっては、合併特例債の活用

期限も考慮に入れながら全体的かつ総合的な見地からの検討が求められている状況である。 

 こうした状況を踏まえ、以下、島田市役所周辺整備に関する特別委員会として周辺整備

の構想と新庁舎の建設計画についての提言とする。 

 

提言 

 

１．市役所周辺が、世代を問わず多くの市民が訪れやすく相互の交流が生まれる場となる

よう計画すべきである。 

 

２．市役所周辺が、今後も当市の行政運営のみならず、文化振興においても中心的役割を

果たすため、新たな文化施設は新庁舎とは建設時期が異なることとなっても建設位置

を明示するなど長期的な視点に立ち計画すべきである。また、プラザおおるりの改修

については、維持費、改修内容、改修費用等を将来予測も含め具体的に示し議論され

た後、決定すべきである。 

 

３．新庁舎を含む市役所周辺整備は、災害発生時は対応拠点となり、かつ減災に十分配慮

した空間と機能を確保し、平時は市民が交流するエリアとなるなど有効活用を考慮し

計画すべきである。 

 

４．整備される新庁舎は、市民にとって利用しやすく分かりやすい窓口配置と職員にとっ

て働きやすい仕事効率を考慮に入れた部署配置で、構造については修正やメンテナン

スがしやすく、省エネルギーへの取り組みも考慮しコストパフォーマンスに優れたつ

くりとなることが望ましい。また、庁舎内はＩＣＴ環境と活動スペースの充実、議会

が活動しやすく市民が傍聴しやすい議場を有するなど、実用性を重視した施設整備計

画とすることが望ましい。 

５．将来の市勢を考慮し、良好な財政バランスに配慮した施設整備を計画すべきである。

そのために当市として自主財源増の施策を進める努力、官民連携の導入による財政負

担の軽減の検討を行うことなどをはじめとする諸検討事項について、二元代表制の一

翼を担う議会と十分な意見交換や議論を深めた後に進めるべきである。 

 

提提提提 

 


